
平成17年9月1日

（防災の日）

保護者　各位

秀光中等教育学校

仙台育英学園高等学校　　　　

校　長　加　藤　雄　彦　　

地震等自然災害および安否情報に関する保護者との取り決めについて

炎暑の候、保護者の皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。日ごろよ

り本学園の教育活動にご理解とご協力を賜り、厚く感謝申し上げます。

さて、5月の父母教師会総会においてご説明いたしましたが、これまで自然災害発生時においては、

台風（大雨・洪水・暴風）や大雪のたびに生徒を通して保護者の皆様に、休校や始業時間・終業時間

の変更等を連絡文書でお渡ししてまいりました。

しかし、今後、宮城県沖地震の発生も予想されますので、地震等自然災害および安否情報に関する

学校の対策を下記のように構築いたしました。有効な対策となるためにシステム（緊急メール）の構

築にご協力をいただきますようお願い申し上げます。

さらに、去る5月22日の交通事故後のお子様の安否に関する情報確認が本学園に殺到したことの反

省を踏まえて、創立100周年となる10月1日実施に向けて準備を進めてまいりたいと考えております。

記

自然災害および安否情報 緊急メール
保護者の携帯へメール配信します

下記に関することを配信します

1 自然災害による休校・始業・終業時間の変更

2 自然災害時における生徒引き取り

3 警察・行政からの緊急連絡

4 生徒の安否情報

学園専用の災害・緊急連絡サイト：学校からのメール内容も掲載します（1・2・3・4の内容）
ご家庭で使える 緊急連絡用掲示板
震度5以上の地震が発生した時のみ作動します

学園専用の災害・緊急連絡サイト：ご家庭用緊急連絡用掲示板が立ち上がります
（すべての携帯、パソコンから書き込み・参照ができます）

その他
1 携帯を所有していない保護者には電話にて連絡しますが、電話は

不通になりやすいことをご承知下さい

2 保護者から学校への返信はできません

3 テストメールを配信することがあります

4 自然災害および安否情報以外の連絡には、緊急メールを使用しません

※保護者の皆様には別紙のカードで3件までメールアドレスを届けることができます。

※提出日9月15日（木）までに返答がない場合には、通常の連絡方法によってこれらの

情報を提供することとなりますので、ご了承下さい。

※詳細につきましては、別途ご連絡いたします。


